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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月12日(2016.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い表示結果を導出する遊技機であって、
　遊技が行われていることを特定可能な検出手段と、
　前記検出手段により遊技が行われていることを特定されないことに基づいて、前記遊技
機の動作状態を省電力状態に移行可能な省電力移行手段とを備え、
　前記省電力移行手段は、前記検出手段により遊技が行われていることを特定されないと
きに、少なくとも可変表示が実行されていないことを条件として、前記省電力状態に移行
させることが可能となる、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能である遊技機であって、
　遊技が行われていることを特定可能な検出手段と、
　前記検出手段により遊技が行われていることを特定されないことに基づいて、前記遊技
機の動作状態を省電力状態に移行可能な省電力移行手段とを備え、
　前記省電力移行手段は、前記検出手段により遊技が行われていることを特定されないと
きに、少なくとも前記有利状態に制御されていないことを条件として、前記省電力状態に
移行させることが可能となる、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、可変表示を行い表示結果を
導出する遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であって、遊技が行われていることを特
定可能な検出手段（例えばステップＳ２２３の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０な
ど）と、前記検出手段により遊技が行われていることを特定されないことに基づいて、前
記遊技機の動作状態を省電力状態に移行可能な省電力移行手段（例えばステップＳ２２４
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～Ｓ２３１の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）とを備え、前記省電力移行手
段は、前記検出手段により遊技が行われていることを特定されないときに、少なくとも可
変表示が実行されていないことを条件として、前記省電力状態に移行させることが可能と
なる（例えばステップＳ７５の演出制御プロセス処理にて用いられる演出プロセスフラグ
の値が“１”～“３”のいずれかである場合に、ステップＳ２２１におけるＮｏの判定に
基づきステップＳ２２２以降の処理が実行されない一方、演出プロセスフラグの値が“０
”である場合に、ステップＳ２２１におけるＹｅｓの判定に基づきステップＳ２２２以降
の処理が実行可能となる部分など）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　このような構成によれば、適切に省電力状態への移行を行うことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（２）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、遊技者にとって有利な有利
状態（例えば大当り遊技状態など）に制御可能である遊技機（例えばパチンコ遊技機１な
ど）であって、遊技が行われていることを特定可能な検出手段（例えばステップＳ２２３
の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、前記検出手段により遊技が行われて
いることを特定されないことに基づいて、前記遊技機の動作状態を省電力状態に移行可能
な省電力移行手段（例えばステップＳ２２４～Ｓ２３１の処理を実行する演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０など）とを備え、前記省電力移行手段は、前記検出手段により遊技が行われてい
ることを特定されないときに、少なくとも前記有利状態に制御されていないことを条件と
して、前記省電力状態に移行させることが可能となる（例えばステップＳ７５の演出制御
プロセス処理にて用いられる演出プロセスフラグの値が“４”または“５”である場合に
、ステップＳ２２１におけるＮｏの判定に基づきステップＳ２２２以降の処理が実行され
ない一方、演出プロセスフラグの値が“０”である場合に、ステップＳ２２１におけるＹ
ｅｓの判定に基づきステップＳ２２２以降の処理が実行可能となる部分など）。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　このような構成によれば、適切に省電力状態への移行を行うことができる。
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